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平成３１年労第６３号ないし同年労第６５号 

 

主  文 

本件再審査請求をいずれも棄却する。 

 

事実及び理由 

第１ 再審査請求の趣旨 

労働基準監督署長（以下「監督署長」という。）が平成３０年３月１２日、同年

４月３日及び同年５月７日付けで再審査請求人（以下「請求人」という。）に対し

てした労働者災害補償保険法（以下「労災保険法」という。）による休業補償給付

の支給に関する各処分を取り消すことを求める。 

第２ 事案の概要 

１ 請求人は、平成２６年６月１０日、Ａ会社（以下「会社」という。）に雇用さ

れ、その後、Ｂ所在の会社Ｃ部（以下「コールセンター」という。）において、

責任者として就労していた。 

２ 請求人は、平成２７年１２月頃から、動悸、めまい等の症状が出現し、平成２

８年５月頃より症状が強くなったため、同年１０月６日、Ｄ医療機関に受診し「う

つ病」と診断され、当該精神障害の発病は業務上の事由によるものであるとして、

監督署長に休業補償給付の請求を行った。 

３ 本件は、請求人が、平成２９年１１月１４日付けで、同年４月２１日から同年

１１月２日までの期間に係る休業補償給付を請求したところ、監督署長は、請求

人に発病した精神障害を業務上の事由によるものと認め、給付基礎日額を２万円

と算定して、これを支給する旨の処分（当初処分）をし、更に当初処分の後続請

求である平成３０年４月３日付けの平成２９年１１月３日から平成３０年４月２

日までの期間及び同年５月２日付けの同年４月３日から同年５月１日までの期間

に係る請求についても、当初処分と同じ給付基礎日額で、支給する旨の各処分（後

続各処分。以下「当初処分」と「後続各処分」を併せて単に「本件処分」という。）

をしたことにつき、その給付基礎日額を不服として、本件処分の取消しを求める

事案である。 

４ 請求人は、本件処分を不服として、労働者災害補償保険審査官（以下「審査官」

という。）に対し審査請求をしたところ、審査官が平成３１年１月２３日付けで
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棄却する旨の決定をしたことから、更にこの決定を不服として再審査請求をした

（平成３１年労第６３号ないし同年労第６５号）。 

当審査会は、これらの再審査請求について、併合して審査を行う必要があると

認め、労働保険審査官及び労働保険審査会法第５０条の規定（同法１４条の２の

準用）により、これらを併合したものである。 

第３ 当事者の主張の要旨 

１ 請求人 

（略） 

２ 原処分庁 

（略） 

第４ 争  点 

本件処分における給付基礎日額が、監督署長において算出した２万円を超えるか。 

第５ 審査資料 

（略） 

第６ 理  由 

１ 前提事実 

（略） 

２ 当審査会の事実認定及び判断 

（１）労災保険法第８条に規定する給付基礎日額については、労働基準法（以下「労

基法」という。）第１２条の平均賃金に相当する額とすることとされ、同条第

１項において、平均賃金は、原則として、これを算定すべき事由の発生した日

以前３か月間に支払われた賃金の総額をその期間の総日数で除して算定するこ

ととされており、この場合の「支払われた賃金の総額」には、現実に既に支払

われている賃金に限らず、実際に支払われていないものであっても、算定事由

発生日において、既に債権として確定している賃金をも含むと解すべきである。 

（２）請求人は、会社が請求人に対して時間外及び休日労働に対する割増賃金を支

払っていないが、請求人は労基法第４１条第２号に定める管理監督者に該当し

ないので、同割増賃金も給付基礎日額の算定基礎に含めるべきである旨主張し

ていることから、一件資料を精査し検討すると、次のとおりである。 

ア 請求人は、平成２６年６月に会社に雇用され、その後、営業部門の総務人

事部長、営業企画部長を経て、平成２７年７月２１日付けで執行役員・営業
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本部長に就任し、コールセンター業務の運営を任された。また、執行役員就

任時に会社の株式１００株（発行済み株式の０．５％）を取得した。 

イ  Ｅ社長は、要旨、「会社の営業は全てコールセンターで行っており、請求

人はコールセンターを統括し、営業活動全体を管理する責任者でした。」と

述べている。 

ウ 請求人のコールセンターにおける主な業務は、①責任者としての管理運営

と②見積金額の決裁であった。①については、コールセンター員のシフト表

を作成し、その管理を行っており、②については、オペレーターが各デスク

で比較サイトから流れてきた情報に基づいて顧客に電話をかけ、システムに

条件を入力しながら商談を進め、話がある程度まとまってきた段階で、請求

人が見積金額の決裁を行うというもので、請求人はオペレーターからの相談

も受けていた。また、責任者としては、請求人のほかにＦ部長（課長を兼務）

がおり、請求人が休日の場合や退勤で不在の場合に請求人に代わって契約金

額の決裁やオペレーターからの相談を受けていた。そして、請求人は、他の

スタッフとは異なり、シフトには入らず、顧客との見積額の交渉等の業務に

は従事していなかった。 

エ 請求人は、就業時間について、要旨、「所定労働時間は、午前９時から午

後８時まで、休憩時間は１時間で、１日１０時間労働の契約であった。タイ

ムカードは出勤時に打刻していたが、退社時は打刻していなかった。」と述

べているが、執行役員規程において、就業時間の決定は自らが行う旨定めら

れており、会社は、要旨、「請求人の執務時間を管理しておらず、執務時間

は、裁量に任されていた。請求人のタイムカードに退勤時刻は打刻されてい

ない。これは会社が請求人の執務時間を管理していなかったことを示すもの

である。」と述べている。 

オ 請求人は、週１回経営会議に出席し、会社の事業経営や労務管理に関する

決定に参画しており、同会議において、請求人が作成した書類・資料によっ

て売上げの確認及び評価等が行われたり、人事評価等が話し合われていた。 

カ 請求人の執行役員としての賃金は、前任部長職時の月額５０万円から月額

６０万円に引き上げられており、他の従業員（課長クラスが年４００万円）

と比較しても高額であった。 

キ 以上の事情に照らすと、請求人は、執行役員として、営業活動を統括する
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責任者としての職責及び権限を有し、勤務態様についても、自身の裁量によ

り就労しており、賃金等の処遇面をみても、他の従業員と比較して優遇され

た賃金が支給されていたもので、労務管理について経営者と一体的な立場に

あったと評価できることから、決定書理由に説示のとおり、請求人は労基法

第４１条第２号所定の管理監督者に該当するものと判断する。 

（３）請求人が管理監督者に該当するとしても、会社は深夜労働に対する割増賃金

を支払う義務があるため、一件記録を精査したが、本件平均賃金算定期間（平

成２８年４月２０日以前の３か月間又は同年５月２０日以前の３か月間）にお

いて、請求人が深夜労働に従事していた事実は確認できなかった。 

（４）なお、算入漏れの賃金がないか精査したところ、平成２８年４月に支給され

たシーズン特別報奨金１０万円（以下「本件報奨金」）が本件給付基礎日額の

算定基礎に算入されていなかったので、会社に照会したところ、「本件報奨金

を定めた規則等はない。会社の経営状態や各従業員の稼働状況等を考慮して、

支給対象者及び額を決定しており、支給対象者は執行役員に限っていないが、

支給した例はごくわずかしかない。被災者に対し支払ったのは平成２８年４月

の１回のみである。」旨の回答があった。そうすると、本件報奨金は、実際の

支給実績を考慮すれば、支給事由の発生が不確定なものと解されるので、労基

法第１２条第４項規定の賃金の総額から除外すべき賃金（臨時に支払われた賃

金）に該当するものとなり、本件給付基礎日額の算定基礎に算入することはで

きないものである。 

（５）以上に検討したとおり、監督署長が算定した給付基礎日額２万円は妥当なも

のである。 

４ 結  論 

以上のとおり、本件処分は妥当であって、これを取り消すべき理由はないから、

請求人の本件再審査請求をいずれも棄却することとして、主文のとおり裁決する。 

 

令和２年２月２１日 

 


